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○　地方公共団体（都道府県・市区町村）に対する寄付金控除の拡充

　　「ふるさと」など地方公共団体に貢献や応援をしたいという納税者の思いを実現する観点から、次のように寄
付金税制の見直しが行われました。

　　◇　平成２０年 1月 1日からの寄付金について、個人が地方公共団体へ年間５,０００円を超える金額の寄付をした
場合、一定の限度まで所得税と合わせて以下のように全額控除となります。

　　◇　【税額控除額の計算方法など】
　　　　対象寄付金　地方公共団体への寄付金
　　　　控除方式　　税率（１０％）を掛け、税額を算出した後で控除する税額控除方式
　　　　控除率　　　寄付金のうち、５,０００円を超える金額を一定の限度まで所得税と合わせて全額控除
　　　　計算方法　　①と②の合計額を税額控除
　　　　　　①　基本控除額
　　　　　　［地方公共団体に対する寄付金－５,０００円］×１０％
　　　　　　②　特例控除額
　　　　　　［地方公共団体に対する寄付金－５,０００円］×［９０％～５０％］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所得税の税率により変動

　　　　　　※　②の額については、個人住民税所得割額の１割を限度
　　　　控除対象となる寄付金の上限額　地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と合わせて総所得金額等の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０％
　　　
　　◇　手続き
　　　寄付金控除を受けるためには、地方公共団体が発行する領収書などを添付して、所得税の確定申告をしてく

ださい。所得税の確定申告を必要としない方は、住民税の申告をしてください。

○　上場株式などの配当・譲渡益の軽減税率の廃止と損益通算の範囲の拡大

　　◇　上場株式などの配当・譲渡益に係る税率は、１０％（うち地方税３％）でしたが、平成２１年以降は、原則
２０％（うち地方税５％）になります。ただし、平成２１年から平成２２年の間（２年間）は、配当のうち１００万円
以下の部分と譲渡益のうち５００万円以下の部分は従前の１０%になります。

　　◇　上場株式などの譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みを導入します。
　　　・　申告による方法は、所得税は平成２１年分から、住民税は平成２２年度分から適用されます。
　　　・　源泉徴収口座を活用する方法は、平成２２年１月から適用されます。

○　公的年金から個人住民税を天引きします。

　　　６５歳以上の公的年金受給者の納税の便宜や徴収の効率化を図るため、平成２１年１０月支給分の公的年金から個
人住民税を天引きする、特別徴収制度を導入します。今後、詳細について広報などでお知らせします。

□問い合わせ先　税務課住民税係　�（４８）１１１１（内２２０・３０２・３０５）


